
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
印
刷
誤
り
）

五
四
下

一
六
行
頭
を
一
字
上
げ
る
。

（
原
稿
誤
り
）

三
下

一
〇
別
表
第
三
（
第
二

条
関
係
）

別
表
第
３
（
第
２

条
関
係
）

〃
〃

一
一
接
頭
語

接
頭
語

〃
〃

〃

記

号

記
号

〃
〃

一
二
ク
エ
タ

ク
エ
タ






〃
〃

〃

Ｑ

Ｑ



〃
〃

一
三
ロ
ナ

ロ
ナ

〃
〃

〃

Ｒ

Ｒ



〃
〃

一
四
ヨ
タ

ヨ
タ

〃
〃

〃

Ｙ

Ｙ

〃
〃

一
六
ヨ
ク
ト

ヨ
ク
ト

〃
〃

〃

ｙ

ｙ

〃
〃

一
七
ロ
ン
ト

ロ
ン
ト






〃
〃

〃

ｒ

ｒ



〃
〃

一
八
ク
エ
ク
ト

ク
エ
ク
ト







〃
〃

〃

ｑ

ｑ



（
原
稿
誤
り
）

二
一
七

改
正
前
欄
一
四あ

る
者
も
の
に
限








あ

る
者
に
限








令和年月日 金曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
三
日

鹿
児
島
県
霧
島
市
福
山
町
福
山
五
三
五
一
番
地

株
式
会
社
福
山
テ
ク
ノ

代
表
取
締
役

瀨
戸
口

浩

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
マ
ー

テ
ィ
ン
・
ジ
ャ
レ
ッ
ト
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
が
退
任
す
る
こ
と

に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か

ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
十
三
日

東
京
都
三
鷹
市
下
連
雀
三

二

七
ゲ
ン
・
ハ
イ

ム
一
〇
一
号T

O
N
A
R
I
A
N
IM
A
T
IO
N
IN
C
.

日
本
に
お
け
る
代
表
者

マ
ー
テ
ィ
ン
・

ジ
ャ
レ
ッ
ト
・
ハ
ミ
ル
ト
ン

投
資
主
総
会
招
集
公
告

令
和
七
年
八
月
二
十
七
日
に
投
資
主
総
会
を
開
催
い
た

し
ま
す
。
規
約
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
従
い
、
令
和

七
年
五
月
三
十
一
日
の
最
終
の
投
資
主
名
簿
に
記
載
又
は

記
録
さ
れ
た
投
資
主
を
も
っ
て
、
当
該
投
資
主
総
会
に
お

い
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
投
資
主
と
い
た

し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
三
日

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
二
丁
目
一
番
六
号

ケ
ネ
デ
ィ
ク
ス
・
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
投
資
法
人

執
行
役
員

市
川

徹
志

株
式
売
渡
請
求
に
つ
き
株
券
提
出
公
告

当
社
の
特
別
支
配
株
主
で
あ
る
中
部
・
北
陸
地
域
活
性

化
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
よ
り
株
式
売
渡
請
求
が
あ

り
、
当
社
は
そ
れ
を
承
認
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
株
式
売

渡
請
求
の
対
象
と
な
る
当
社
の
株
券
を
所
有
す
る
方
は
、

株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
七
年
七
月
十
四
日
ま
で
に
当
社

に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
十
三
日

東
京
都
港
区
愛
宕
二
丁
目
五
番
一
号
愛
宕
グ
リ
ー

ン
ヒ
ル
ズ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
タ
ワ
ー

株
式
会
社
Ｎ
Ｓ
Ｓ
Ｋ

Ｃ

Ｈ

Ａ

代
表
取
締
役

津
坂

純

出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
公
告

当
組
合
は
、
出
資
一
口
の
金
額
五
万
円
を
一
万
円
に
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
十
三
日

大
阪
府
東
大
阪
市
長
堂
二
丁
目
一
六
番
一
八
号

森
庄
ビ
ル
二
Ｆワ

ー
ル
ド
サ
ポ
ー
ト
事
業
協
同
組
合

代
表
理
事

大
木

信
吾

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
六
千
八
百
万
円
減
少
し

十
二
億
九
千
六
百
九
十
六
万
五
千
円
と
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
て
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.w
eb -k

o
k
o
k
u
.jp
/14361/14361.h

tm
l

令
和
七
年
六
月
十
三
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
五
丁
目
一
番
四
号

巨
大
特
定
目
的
会
社

取
締
役

福
永

隆
明

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
九
千
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp

令
和
七
年
六
月
十
三
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

さ
ざ
ん
か
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

確
定
給
付
企
業
年
金
の
清
算
公
告
（
第
二
回
）

当
社
の
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
四

月
一
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
に
基
づ
き
終
了
し
ま
し
た

の
で
、
当
該
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す

る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載（
令
和
七
年
六
月
十
二
日
）

の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間

内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
確
定
給
付
企
業
年
金
制
度

の
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
三
日

静
岡
県
袋
井
市
宇
刈
二
五
〇
五
番
地
の
二

株
式
会
社
ヤ
マ
ハ
リ
ゾ
ー
ト

確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

細
川

修

取
消
公
告

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日
（
号
外
第
九
十
四
号
）
掲
載

の
解
散
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
三
日

大
阪
市
西
成
区
北
津
守
二
丁
目
二
番
一
三
号

ネ
ク
ス
ト
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

古

藤

青

令
和
七
年
六
月
六
日
（
号
外
第
百
二
十
五
号
）
公
布
条

約
第
三
号
（
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
に
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ

シ
ュ
協
定
の
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
の
日

本
国
の
特
定
の
約
束
に
係
る
表
の
改
善
に
関
す
る
確
認

書
）令

和
六
年
六
月
七
日
公
布
経
済
産
業
省
令
第
三
十
六
号

（
計
量
単
位
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
七
十
一
号
）
公
布

経
済
産
業
省
令
第
二
十
一
号
（
み
な
し
小
売
電
気
事
業
者

特
定
小
売
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
）

取
消
公
告

令
和
七
年
六
月
六
日
（
号
外
第
一
二
五
号
）
掲
載
の
第

三
十
一
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
三
日

東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
七
番
一
号

株
式
会
社
Ｏ
Ｔ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト

代
表
取
締
役
社
長

清
水

康
司

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
十
七
億
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.w
eb -p

u
b
lic -n

o
tice.jp

/

44O
U
56S -00035

令
和
七
年
六
月
十
三
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号ピ

ー
ピ
ー
エ
フ
エ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
・
ツ
ー
特
定

目
的
会
社

取
締
役

中
村

武
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